
 

 

 

 

 

 
 

1. 一事業場の考え方として事業場区分が示されたが、系統の特情と職場実態を踏まえた審議や巡視が困難となることから、安全衛生

委員会の設置および衛生管理者の配置については、各作業場所単位とすること。また、安全衛生委員会の審議に要する時間につい

ては制約しないこと。 

（回答） 安全衛生委員会については、関係法令等に基づき、各事業場単位で適切に行っていく考えである。 
 

【主な会社側の主張】 

・“会社として”規程が決まっていないので、各事業場の安全衛生

委員会の人数も決められない。 

・規程が決まっていないので明言できない、示せない。 

・誰を安全衛生委員会の委員長に指定するかも決まっていない。 
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